
          
 

 

平
成
28
年
に
国
民
年
金
保
険
料
を

２
年
前
納
し
た
場
合
の
社
会
保
険

料
控
除
に
つ
い
て 

 

平
成
28
年
分
よ
り
、
２
年
前
納
納
付

分
の
控
除
証
明
書
の
様
式
が
変
更
さ
れ

ま
し
た
。 

 

 

２
年
前
納
に
よ
り
納
め
た
国
民
年
金

保
険
料
を
所
得
よ
り
控
除
す
る
場
合
、

次
の
方
法
の
ど
ち
ら
か
１
つ
を
選
択
し

て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

①
全
額
を
納
め
た
年
に
控
除 

 

日
本
年
金
機
構
よ
り
お
送
り
し
た

「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
」
下
部
の
３
年
分
３
枚
の

証
明
書
は
切
り
離
さ
ず
添
付
し
て
申
告

し
て
く
だ
さ
い
。 

申
告
額
は
、
納
付
済
額
と
な
り
ま
す
。 

 

②
各
年
分
の
保
険
料
に
相
当
す
る
額
を

各
年
に
控
除
（
３
年
分
に
分
け
て
申
告

す
る
場
合
） 

 

日
本
年
金
機
構
よ
り
お
送
り
し
た

「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
」
下
部
の
３
年
分
３
枚
の

証
明
書
の
う
ち
、
平
成
28
年
分
の
１
枚

を
切
り
離
し
て
申
告
に
ご
使
用
く
だ
さ

い
。 な

お
、
残
り
の
２
枚
の
証
明
書
に
つ

き
ま
し
て
は
、
平
成
29
年
、
平
成
30
年

の
申
告
時
に
使
用
し
ま
す
の
で
、
大
切

に
保
管
を
お
願
い
し
ま
す
。 

申
告
額
は
、
証
明
額
と
な
り
ま
す
。 

 ※
24
カ
月
す
べ
て
前
納
し
、
分
割
し
て

申
告
す
る
場
合
は
、
３
年
に
わ
た
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
平
成
28
年
、
平
成
29

年
、
平
成
30
年
に
分
け
て
の
申
告
が
必

要
で
す
。 

平
成

28
年
に
分
割
し
て
申
告
を
行

っ
た
場
合
（
９
カ
月
分
）
、
翌
年
に
残
り

の
年
分
（
15
カ
月
）
を
ま
と
め
て
平
成

29
年
に
申
告
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

 
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険

料
）
控
除
証
明
書
」
に
関
す
る
お

問
い
合
わ
せ
は
年
金
事
務
所
ま
た

は
、
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

ま
で
お
願
い
し
ま
す
。 

ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル 

■
電
話
番
号 

 

０
５
７
０
―
０
０
３
―
０
０
４ 

※
０
５
０
か
ら
始
ま
る
電
話
の
場
合
、 

０
３
―
６
６
３
０
―
２
５
２
５ 

■
受
付
期
間
・
受
付
時
間 

平
成
28
年
11
月
１
日
（
火
）
～ 

平
成
29
年
３
月
15
日
（
水
） 

月
～
金
曜
：
８
時
30
分
～
19
時 

第
２
土
曜
：
９
時
～
17
時 

（
第
２
土
曜
以
外
の
祝
日
、
12
月 

29
日
～
１
月
３
日
は
ご
利
用
で
き 

ま
せ
ん
） 

 

一
般
の
固
定
電
話
か
ら
お
か
け
に
な

る
場
合
は
全
国
ど
こ
か
ら
で
も
、
市
内

通
話
料
金
で
利
用
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、

一
般
の
固
定
電
話
以
外
（
携
帯
電
話
な

ど
）
か
ら
お
か
け
に
な
る
場
合
は
通
常

の
通
話
料
金
が
か
か
り
ま
す
。 

ま
た
、
「
０
３
―
６
６
３
０
―
２
５

２
５
」
の
電
話
番
号
に
お
か
け
に
な
る

場
合
は
、
通
常
の
通
話
料
金
が
か
か
り

ま
す
。 

 ◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

住
民
課
戸
籍
年
金
医
療
グ
ル
ー
プ 

電
話
34
―
２
１
２
１
内
線
４
１
３ 

日
本
年
金
機
構 

旭
川
年
金
事
務
所 

電
話
０
１
６
６
―
72
―
５
０
０
２ 

【例】平成 28 年 4 月分～平成 30 年 3 月分（377,310 円）を 

2 年前納した場合 

①平成 28 年に控除の対象となる額 

（平成 28 年 4 月分～平成 28 年 12 月分までの 9 カ月分） 

377,310 円×（9 カ月／24 カ月）＝141,492 円 

②平成 29 年に控除の対象となる額 

（平成 29 年 1 月分～平成 29 年 12 月分までの 12 カ月分） 

 377,310 円×（12 カ月／24 カ月）＝188,655 円 

③平成 30 年に控除の対象となる額 

（平成 30 年 1 月分～平成 30 年 3 月分までの 3 カ月分） 

 377,310 円－141,492 円－188,655 円＝47,163 円 


